
日吉津村告示第３８号

令和６年第３回日吉津村議会定例会を次のとおり招集する。

令和６年８月９日

日吉津村長 中 田 達 彦

１ 日 時 令和６年９月３日 午前９時００分

２ 場 所 日吉津村議会議場

○開会日に応招した議員

斉 田 光 門 加 藤 修

江 田 加 代 長谷川 康 弘

前 田 昇 石 原 浩 明

河 中 博 子 橋 井 満 義

松 田 悦 郎 山 路 有

○応招しなかった議員

な し
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第３回 日 吉 津 村 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日）

令和６年９月３日（火曜日）

議事日程（第１号）

令和６年９月３日 午前９時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定について

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 報告第１０号 防災無線機能強化工事請負契約の変更に関する専決処分について

日程第５ 報告第１１号 令和５年度決算に係る健全化判断比率等について

日程第６ 報告第１２号 日吉津村地方創生総合戦略について

日程第７ 報告第１３号 総務経済常任委員会の調査研究について

日程第８ 報告第１４号 教育民生常任委員会の調査研究について

日程第９ 報告第１５号 行財政調査特別委員会の調査研究について

日程第１０ 議案第２５号 日吉津村の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例

日程第１１ 議案第２６号 日吉津村国民健康保険条例の一部を改正する条例

日程第１２ 議案第２７号 令和６年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計補正予算（第２回）

日程第１３ 議案第２８号 令和６年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第２回）

日程第１４ 議案第２９号 令和６年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

回）

日程第１５ 議案第３０号 令和６年度日吉津村下水道事業会計補正予算（第１回）

日程第１６ 認定第１号 令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第１７ 認定第２号 令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出

決算の認定について

日程第１８ 認定第３号 令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について
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日程第１９ 認定第４号 令和５年度日吉津村下水道事業会計利益剰余金の処分及び決算の認定につ

いて

日程第２０ 同意第１号 日吉津村教育委員会委員の任命について

日程第２１ 同意第２号 日吉津村温泉審議会委員の委嘱について

日程第２２ 同意第３号 日吉津村温泉審議会委員の委嘱について

日程第２３ 同意第４号 日吉津村温泉審議会委員の委嘱について

日程第２４ 同意第５号 日吉津村温泉審議会委員の委嘱について

日程第２５ 同意第６号 日吉津村温泉審議会委員の委嘱について

日程第２６ 同意第７号 日吉津村温泉審議会委員の委嘱について

日程第２７ 同意第８号 日吉津村温泉審議会委員の委嘱について

日程第２８ 議案第３１号 米子市と日吉津村とのし尿及び浄化槽に係る汚泥の処理に関する事務の委

託に関する規約を定める協議について

日程第２９ 議案第３２号 鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定について

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 報告第１０号 防災無線機能強化工事請負契約の変更に関する専決処分について

日程第５ 報告第１１号 令和５年度決算に係る健全化判断比率等について

日程第６ 報告第１２号 日吉津村地方創生総合戦略について

日程第７ 報告第１３号 総務経済常任委員会の調査研究について

日程第８ 報告第１４号 教育民生常任委員会の調査研究について

日程第９ 報告第１５号 行財政調査特別委員会の調査研究について

日程第１０ 議案第２５号 日吉津村の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例

日程第１１ 議案第２６号 日吉津村国民健康保険条例の一部を改正する条例

日程第１２ 議案第２７号 令和６年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計補正予算（第２回）

日程第１３ 議案第２８号 令和６年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

－３－



（第２回）

日程第１４ 議案第２９号 令和６年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

回）

日程第１５ 議案第３０号 令和６年度日吉津村下水道事業会計補正予算（第１回）

日程第１６ 認定第１号 令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第１７ 認定第２号 令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出

決算の認定について

日程第１８ 認定第３号 令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について

日程第１９ 認定第４号 令和５年度日吉津村下水道事業会計利益剰余金の処分及び決算の認定につ

いて

日程第２０ 同意第１号 日吉津村教育委員会委員の任命について

日程第２１ 同意第２号 日吉津村温泉審議会委員の委嘱について

日程第２２ 同意第３号 日吉津村温泉審議会委員の委嘱について

日程第２３ 同意第４号 日吉津村温泉審議会委員の委嘱について

日程第２４ 同意第５号 日吉津村温泉審議会委員の委嘱について

日程第２５ 同意第６号 日吉津村温泉審議会委員の委嘱について

日程第２６ 同意第７号 日吉津村温泉審議会委員の委嘱について

日程第２７ 同意第８号 日吉津村温泉審議会委員の委嘱について

日程第２８ 議案第３１号 米子市と日吉津村とのし尿及び浄化槽に係る汚泥の処理に関する事務の委

託に関する規約を定める協議について

日程第２９ 議案第３２号 鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について

出席議員（１０名）

１番 斉 田 光 門 ２番 加 藤 修

３番 江 田 加 代 ４番 長谷川 康 弘

５番 前 田 昇 ６番 石 原 浩 明

７番 河 中 博 子 ８番 橋 井 満 義

９番 松 田 悦 郎 １０番 山 路 有
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欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 里 英 樹 書記 来 海 操

説明のため出席した者の職氏名

村長 中 田 達 彦 総務課長 小 原 義 人

総合政策課長 大 武 浩 住民課長 矢 野 孝 志

福祉保健課長 橋 田 和 久 建設産業課長 福 井 真 一

教育長 井 田 博 之 教育次長 横 田 威 開

会計管理者 景 山 美 穂 代表監査委員 村 上 順 一

午前９時００分開会

○議長（山路 有君） 皆さん、おはようございます。ただいまから令和６年９月第３回定例会

を開催します。

開会前に当たり、議長として一言御挨拶申し上げます。

本年は、元旦より地震、台風と自然災害が多発するところであります。先日の台風１０号、過

去に経験したことのない大型台風と心配したところであります。全国的には多大な被害をもたら

したところでありますが、我が村においては大きな被害もなく、安堵するところであります。し

かしながら、定期的な防災訓練の必然性を痛感するところであります。

さて、日吉津村議会においては昨年から議会改革の一環として、親しまれる議会、また、これ

まで以上に、住民の皆さんの声を聴く体制づくりの準備してまいったところであります。具体的

には、議会モニター制度を立ち上げ、本年４月に第１回、２回目を８月に開催し、モニターの皆

さんに村の活性化につながる提案をお聞きするところであります。これまでに提案されました御

意見等、今後の議会活動に生かしてまいりたいと思っております。また、本年６月定例会には、

県下で初めてとなる日曜議会を開催したところであります。具体的には、６月９日日曜日に一般

質問を開催し、延べ３６名の皆さんに傍聴していただいたところであります。親しまれる議会、

また、身近に感じていただける議会を目指しているところであります。また、今定例会には、明
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日９月４日の一般質問を小学校６年生に傍聴していただきます。これまで議会の仕組みについて

勉強を重ねてこられた皆さんに実際の議会を傍聴していただきます。小学生のときから議会の一

端に触れることは、行政、議会への理解を深めることにつながると思っております。

終わりに、新規事業の実施に当たっては、村長をはじめとして職員の皆さんの御理解に感謝申

し上げる次第であります。

それでは、本日の会議に入ります。

ただいまの出席議員は１０名です。定足数に達していますので、令和６年第３回日吉津村議会

定例会を開会します。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（山路 有君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、１番、斉田光門議員、２番、加藤修議

員を指名します。

・ ・

日程第２ 会期の決定について

○議長（山路 有君） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。

お諮りします。今定例会の会期は、議会運営委員長から答申のあったとおり本日から９月２０

日までの１８日間とし、審議予定はお手元に配付のとおりとしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山路 有君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月２０日までの１

８日間、審議予定はお手元に配付のとおりと決定しました。

・ ・

日程第３ 諸般の報告

○議長（山路 有君） 日程第３、諸般の報告を行います。

最初に、議長からの報告をいたします。

説明員の報告。地方自治法第１２１条の規定により、村長、教育長並びに代表監査委員に出席

要求をし、村長、教育長以下、担当課長並びに代表監査委員が出席をしております。
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出納検査報告。お手元に配付のとおり、監査委員から例月出納検査の結果報告がありました。

検査資料は事務局に保管しておりますので、閲覧していただきますようお願いします。

陳情の付託報告。本日までに受理した陳情は、お手元に配付の請願・陳情文書表のとおり、会

議規則第９２条及び９５条の規定により所管の常任委員会に付託いたしましたので、報告いたし

ます。なお、会期中の付託といたします。

請願・陳情の処理、経過及び結果の報告。６月定例会において採択となりました、ゆたかな学

びの実現・教職員定数改善をはかるための、２０２５年度政府予算に係る意見書採択の陳情につ

いてほか２件については、６月１４日付で提出者に審査結果の通知をいたしました。

意見書の処理報告。６月定例会において議決されました、少人数学級・教職員定数の改善に係

る意見書ほか１件については、６月１４日付で関係方面に提出いたしました。

行事報告。６月定例会終了後から本日まで議長として出席した行事等については、お手元に配

付のとおりです。

次に、村長からの報告事項があれば、報告願います。

中田村長。

○村長（中田 達彦君） 皆さん、おはようございます。本日から９月定例会ということで、よろ

しくお願い申し上げたいと思います。

令和６年第３回日吉津村議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様に御出席をいただ

きました。感謝を申し上げます。

開会に当たりまして、諸般の報告を申し上げたいと思います。

非常に速度が遅く、進路も定まらない台風１０号が全国各地で大きな被害をもたらしました。

本村においても警戒を強めておりましたが、これまで大きな被害の報告は入っておりません。

先月８日には、日向灘を震源とするマグニチュード⒎１の地震が発生し、初めて、南海トラフ

地震臨時情報（巨大地震注意）が発表され、全国的にも地震に対する危機感及び緊張感が大きく

高まったところでございます。８月１５日には特別な呼びかけは終了いたしましたが、大規模地

震の発生の可能性がなくなったものではなく、引き続き地震への備えが必要とのことであります。

防災関係では、昨年度より行ってまいりました日吉津村防災行政無線強化工事は無事に終了し、

７月から新型戸別受信機での運用を開始しております。また、４月の１日からは、防災無線受信

アプリ「ＣｏｓｍｏＣａｓｔ」の運用を開始し、住民の皆様へ御活用いただいているところであ

ります。戸別受信機など円滑な更新作業への皆様の御協力に感謝申し上げますとともに、防災情

報の的確な発信に努めてまいりたいと考えております。
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８月４日には、防災講演会を開催いたしました。約７０人の皆様に御参加をいただき、山口大

学大学院の瀧本浩一准教授を講師に、自主防災組織の役割や活動について御講演をいただきまし

た。参加者の皆様からは、知りたかったことの大半がこの講演で学べたとか、自治会での自主防

災活動のやり方を見直すよい内容だったなどの感想をいただいています。この模様は、現在、１

１３チャンネルでも放送しておりますので、ぜひ御覧いただきたいと思います。

また、今月２９日には、村の防災訓練を実施いたします。自治会の皆様などにも御協力をいた

だき、できるだけ多くの皆様に御参加をいただいたり、お一人お一人が、いざというときの備え

について考えていただく機会としていただきたいと考えています。１月の能登半島地震などの強

い地震、台風や豪雨災害などが頻発しております。村としても改めて災害への対応など、強化を

図ってまいりたいというふうに考えております。

教育関係では、日吉津小学校においては３８日間の夏休みが終わり、８月２８日から２学期が

スタートし、校庭で走り回る子供たちの元気な声が戻ってきました。夏休み中の８月９日から１

２日の間には、日吉津村人材育成交流事業で小学校児童８名を沖縄県読谷村に派遣をいたしまし

た。派遣前には６回の事前学習を行い、沖縄戦についての基礎知識の学習や日吉津村の紹介準備、

献納するための千羽鶴作成等を行いました。沖縄では、読谷村長浜地区の子供たちと一緒に体験

活動を行い、エイサーの練習にも参加しました。読谷村の文化を感じて帰った子供たちは、日吉

津村の盆踊り大会でも輪の中に入って伸び伸びと踊ってくれました。参加児童は、地上戦の爪跡

にもしっかり目を向けていました。今後、沖縄で学んだこと、感じたことを友達に発信し、学び

を広めてくれるものと期待をしています。

社会教育の関係では、７月３１日から３日間、西伯郡のリーダー研修が開催されました。日吉

津小学校の児童１６名が参加して、意欲的に活動に取り組み、子供会や学校でリーダーとなって

友達を引っ張っていく自主性や協調性を学んできました。様々な体験活動に挑戦しようという児

童が増え、令和６年度のカルチャー土曜塾定期コースには過去最高の７４人の申込みがあってい

ます。また、台風の影響で今週末に延期をしております第６回の日吉津村子ども釣り大会にも、

これも多くの子供たちが参加を予定し、楽しみにしています。体験活動への各家庭、児童からの

期待は大きく、それに応えていけるよう活動内容を充実させてまいりたいというふうに考えてい

ます。

８月１６日には、盆踊り花火大会が開催されました。日吉津小学校グラウンドが埋め尽くされ

るほど大盛況となり、日吉津村がますます元気な村になることを感じさせるすばらしい大会とな

りました。実行委員会の皆様をはじめ、御協力、御協賛をいただきました皆様に、感謝を申し上
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げます。盆踊り花火大会当日には、中学生サークル、スパークルバルブスのメンバーがおもちゃ

売場を担当してくれました。また、大会の翌日には、ボランティアでごみ拾いにも参加をしてく

れました。自主的に縁日を開催し、幼児や小学生に楽しんでもらうだけでなく、村のイベントに

ボランティアとして参加して貢献をしてくれています。

８月１７日には、米子がいな祭においてダンススタジオ、パワートレインが多くの観客の前で

ダンスを披露しました。メンバーは毎週木曜日に練習に加えて本番ステージに向けた特別練習に

励み、大変暑い中でありましたが、その成果をしっかりと発揮してきてくれました。

１０月には、村民運動会や小学校の学習発表会、きらきらフェスティバル、１１月には、ふれ

あいフェスタ２０２４も計画をしています。村民誰もが元気に笑顔になれるよう取り組んでまい

りたいと思います。

子育て支援の関係で、こども園の保育室等増設工事につきましては、保育室内の内装工事もほ

ぼ終了し、園庭の工事に入っています。１０月の供用開始以降は年長児を２クラス運営とし、小

学校へのスムーズなつなぎと、きめ細やかな保育、教育により園児の成長につなげてまいります。

また、３歳未満児の受入れも進めてまいりたいと考えています。地方創生総合戦略で掲げた待機

児童ゼロを継続し、子供たちが伸び伸びと安心して遊べて保護者の皆様が安心して子育てできる

よう、適切な職員配置にも努めてまいります。園庭の改修工事は１２月末までに完了予定となっ

ておりますので、引き続き安全第一で施設整備を進めてまいりたいと考えております。

次に、交通安全の関係ですが、ゾーン３０について、このゾーン３０というのは生活道路にお

ける歩行者などの交通安全対策で、自動車の速度が３０キロを超えると事故発生時の致死率が急

激に上がることから、区域内での速度を３０キロ以下に規制をするものでございます。本村では

特に子供たちの交通安全対策として、日吉津小学校を中心とした区域をゾーン３０に指定するこ

とを計画し、公安委員会より正式に区域決定をいただきました。今年度に入り必要となる道路標

識や路面標示の設置が進んでおり、表示のある道路の範囲内は県道を除き３０キロ規制となって

いますので、交通ルールを守り安全運転をお願いしたいと思います。なお、秋の全国交通安全運

動期間に併せ、９月２４日には小学校体育館においてゾーン３０の啓発のためのイベントを計画

しているところでございます。

次に、コロナワクチンの関係でございます。令和６年度新型コロナワクチン接種につきまして

は、令和６年１０月１日から令和７年１月３１日までの接種期間において、鳥取県西部圏域の協

力医療機関で接種することができます。本村内では、おおやま内科クリニック、サクラギクリニ

ックが協力医療機関となっております。対象者は６５歳以上の高齢者と、６０歳以上６５歳未満

－９－



で重症化リスクの高い方となっており、ワクチン接種の自己負担額は、住民税課税の方は００

０円、住民税非課税の方は０００円としております。９月下旬には対象となる方へ接種券を発

送いたしますので、新型コロナウイルス感染症の重症化予防、発症抑制のために、接種を検討し

ていただきますようお願い申し上げます。

海浜エリアの活性化に関しまして、海浜運動公園の魅力化に向け、これまでいただいてきた御

意見を基に作成した海浜運動公園再整備方針について、８月３日にヴィレステひえづにおいて住

民の皆様を対象とした説明会を開催いたしました。現在、そこでいただいた御意見も踏まえなが

ら海浜運動公園のリニューアルに向けた基本計画案を作成中でございます。今後はパブリックコ

メントや事業者へのサウンディング調査なども実施し、整備基本計画の策定を進めてまいりたい

と考えております。

旧うなばら荘につきましては、引き続き施設所有者である民間事業者と西部広域行政管理組合、

日吉津村で、施設の第三者への譲渡に向けた協議を進めているところであります。これまで様々

な事業者の方から関心を寄せていただき、現在、事業計画を検討いただいている事業者もござい

ます。今後も一日でも早く次の譲渡先が決まり、新しい施設が稼働できるよう関係機関と協力し

て進めてまいりたいと考えております。

いよいよ１０月には、ねんりんピックが開催をされます。本村では１０月２０日、２１日の両

日に、ターゲットバードゴルフ交流大会を海浜運動公園で実施することとしており、全国から参

加者をお迎えいたします。幾つになっても生き生きと活動し、心身ともに健康長寿、生涯現役に

つなげる大会、人と人との絆を強く感じられる大会を目指し、全国から来られる選手の方々に満

足していただけるような大会を目指し、準備を進めております。当日の大会運営につきましては、

自治連合会、老人クラブ、米子日吉津商工会などの団体やボランティアスタッフの皆様の御協力

をいただきながら、選手へのおもてなしの心で取り組んでいきたいと考えております。

６月２３日から８月４日にかけては、各自治会の御協力をいただき行政懇談会を開催させてい

ただきました。多くの皆様に御参加をいただき、村の主要事業や取組に対するものや、ふだんの

生活の中で気づかれたことなど、たくさんの御意見をいただいたところであります。今後の事業

執行に反映をさせ、また、予算を伴うものは予算化も検討しながら、よりよい日吉津村づくり、

住みよい地域づくりに皆様の御意見を生かしてまいりたいと考えています。

終わりに、９月議会は昨年度の決算認定に係る重要な議会ということであります。議員の皆様

にはよろしく御審議いただきますようお願い申し上げますとともに、だんだんと過ごしやすい季

節となってまいりますが、まだ残暑は残ります。また、秋の農繁期で忙しい時期となってまいり
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ます。村民の皆様には健康に十分御留意の上、お過ごしいただくようお願い申し上げ、諸般の報

告とさせていただきます。

○議長（山路 有君） 以上で諸般の報告を終わります。

・ ・

日程第４ 報告第１０号 から 日程第６ 報告第１２号

○議長（山路 有君） 日程第４、報告第１０号、防災無線機能強化工事請負契約の変更に関す

る専決処分について、日程第５、報告第１１号、令和５年度決算に係る健全化判断比率等につい

て、日程第６、報告第１２号、日吉津村地方創生総合戦略について、以上は行政報告ですので一

括議題とします。

村長からの報告を求めます。

中田村長。

○村長（中田 達彦君） ただいま一括議題となりました報告第１０号、専決処分の報告について、

それから、報告第１１号、令和５年度決算に係る健全化判断比率等について、報告第１２号、日

吉津村地方創生総合戦略について御報告を申し上げます。

まず、報告第１０号、専決処分の報告についてでありますが、これについて御報告を申し上げ

ます。地方自治法第１８０条第１項の規定及び議会権限に属する事項中、村長において専決処分

すべき事項の指定についての第１項に基づき、令和６年７月１０日を期日として専決処分を行っ

たものであります。変更契約の内容は、戸別受信機用ダイポールアンテナの納品数、設置件数の

減や、文字表示器設置件数の減による費用を減額し、契約の金額を２億１００万円から２億

９７４万３００円にする変更契約でございます。

次に、報告第１１号、令和５年度決算に係る健全化判断比率等については、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に基づきまして、健全化判断比

率及び資金不足比率について、別紙監査委員の意見を付しまして御報告を申し上げます。

財政健全化判断比率算出資料の１ページを御覧ください。まず、健全化判断比率におきまして、

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の４点について、御説明いた

します。

まず、実質赤字比率、それから連結実質赤字比率についてですが、本村は黒字決算であります

ので、それぞれ数字は上がってまいりません。次に、実質公債費比率につきましては、国が定め

ております早期健全化基準２５％に対しまして、本村は１３％であります。実質公債費比率の

状況ですが、臨時財政対策債の償還を開始したことや一部事務組合等の地方債に係る負担金が増
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となったことにより、単年度の実質公債費比率は昨年度より７ポイント上がり１５％となり

ましたが、３か年平均においては１３％と、昨年度の１８％から５ポイント下がったもの

であります。次に、将来負担比率ですが、将来にわたって負担する予定の額を起債の現在高など

を基に負担比率を算出するもので、国が定めております早期健全化基準３５０％に対しまして、

本村は分子がマイナスとなったため数字が上がってきておりません。

６５ページになりますけれども、日吉津村下水道事業会計の資金不足比率につきましても、資

金不足額がないため、資金不足比率は算出されておりません。

本村は今のところ早期健全化基準を大きく下回ってはおりますが、今後も地方債の計画的な発

行にとどめ、健全な財政運営が保持できるよう努力してまいりますので、御理解賜りますようお

願い申し上げまして、令和５年度の決算に係る健全化判断比率等についての報告とさせていただ

きます。

次に、報告第１２号、日吉津村地方創生総合戦略について御報告を申し上げます。日吉津村地

方創生総合戦略につきましては、２０６０年に日吉津村の人口６００人を目指し、実現するた

めの施策を展開していくこととしております。令和３年度から令和７年度を計画期間とした第２

期日吉津村地方創生総合戦略では、１、住んでみたい、住み続けたいむらづくり、これは移住定

住支援などに関するものであります。２、結婚・出産・子育てしやすいむらづくり、子育て支援、

３、働きつづけられるむらづくり、雇用支援、４、魅力あふれるむらづくり、地域づくり、地域

連携の４つの基本目標を定め、数値目標を設定するとともに、各基本目標を推進するための施策

に対し、それを評価するための指標をそれぞれ設定しております。今年度は地方創生推進会議を

８月に開催し、令和５年度の実施結果に対する評価を承認していただき、また、各施策への御意

見をいただきました。検証の結果、４つの基本目標について、住んでみたい、住み続けたいむら

づくりは達成、２の結婚・出産・子育てしやすいむらづくりはおおむね達成、３の働きつづけら

れるむらづくりは、こちらもおおむね達成、４の魅力あふれるむらづくり、これは今年度行いま

すアンケート結果を基に評価することとしておりますので、実績値なしというふうに評価をして

います。

令和５年度の事業評価につきましては、総合戦略の実施事業に反映し、引き続き本村の地方創

生の推進を図ってまいります。今後も村民の皆様には、御意見、御協力をいただきますことをお

願い申し上げまして、日吉津村地方創生総合戦略についての報告といたします。

以上で報告第１０号から報告第１２号の御報告とさせていただきます。

○議長（山路 有君） 報告が終わりましたので、これから報告第１０号に対する質疑を行いま
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す。質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（山路 有君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。

次に、報告第１１号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（山路 有君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。

次に、報告第１２号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（山路 有君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。

以上で報告第１０号から第１２号を終わります。

・ ・

日程第７ 報告第１３号

○議長（山路 有君） 日程第７、報告第１３号、総務経済常任委員会の調査研究についてを議

題とします。

総務経済常任委員長の報告を求めます。

橋井委員長。

○総務経済常任委員長（橋井 満義君） 総務経済常任委員長の橋井でございます。本定例会にお

いて本委員会に付託された調査事件について御報告させていただきます。

日吉津村議会総務経済常任委員会調査報告、報告第１３号、令和６年９月３日、日吉津村議会

議長、山路有様。総務経済常任委員長、橋井満義。委員会調査報告書、本委員会に付託されてお

りました調査事件について、調査の結果を別紙のとおり、会議規則第７７条の規定により御報告

させていただきます。本調査につきましては、前回の定例会におきまして閉会中の継続調査とさ

せていただいております。概要について御報告させていただきます。

令和６年９月３日、総務経済常任委員長、橋井満義。調査目的、今後の村の活性化とシティー

プロモーションについてであります。期日は令和６年８月２６日月曜日、午前１０時より行って

おります。場所は役場議会委員会室において行っております。出席者、総務経済常任委員５名で

ございます。私、そして副委員長、前田昇議員、そして委員、加藤修議員、そして、斉田光門議

員、そして山路有議員の５名でございます。そして、説明員として総合政策課課長、大武浩課長、

松田健係長、梅林佑基係長が同席していただいております。

調査概要といたしまして、村の活性化として移住定住の促進は主要課題であります。これに伴
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う課題解決としてシティープロモーションの現状を調査したものでございます。

考察といたしましては、シティープロモーションとは、ふるさと納税品を代表とした特産品な

どの物品、そしてＳＮＳに見られる情報発信など、多様なツールを利用して人や街を活性化の一

環として増進させるものでございます。これは地方創生事業の主要な施策であり、これをコント

ロールするために重要なのが地方創生支援マネージャーであります。今後、手腕が期待されると

ころであると思っております。このたび村は、本年８月２３日に株式会社ローカルファースト研

究所と同支援マネージャー設置の委託契約が締結されております。この支援マネージャーは９月

中には従事の予定であり、新たな村の魅力開拓や発信に努められたいと思っております。そうし

ておりましたが、議会の開会前に先立ち、昨日、新たにこの支援マネージャーの方が着任をされ

ております。御挨拶も頂戴いたしまして、今後の御活躍を期待いたしたいと思います。

その業務といたしましては、村の魅力や文化など第三者の視点でブラッシュアップし、村外へ

発信するものであり、その主な施策といたしましては、ふるさと納税返礼品の開発や特産品のＰ

Ｒ、村内外へＳＮＳ等による情報発信、村民の地域愛着度の熟成と村のイメージづくり、住民の

定着と移住定住の促進、地域住民のコミュニティの活性化などについてでございます。今後はこ

れら支援マネージャーと行政の職員はタイアップをしながら、力を合わせて村の魅力アップ、そ

して今までのイメージと、そして新しい風を織り交ぜて今後の支援施策として磨いていただきた

いというふうに期待をしておるところでございます。

以上、概要を説明申し上げまして報告と代えさせていただきます。以上で終わります。

○議長（山路 有君） これから報告第１３号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（山路 有君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。

これで報告第１３号を終わります。

・ ・

日程第８ 報告第１４号

○議長（山路 有君） 日程第８、報告第１４号、教育民生常任委員会の調査研究についてを議

題とします。

教育民生常任委員長の報告を求めます。

河中委員長。

○教育民生常任委員長（河中 博子君） 教育民生常任委員長の河中です。閉会中の継続調査につ

いて報告いたします。
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報告第１４号、令和６年９月３日、日吉津村議会議長、山路有様。教育民生常任委員長、河中

博子。委員会調査報告書、本委員会に付託されました調査事件について、調査の結果を別紙のと

おり、会議規則第７７条の規定により報告いたします。

教育民生常任委員会閉会中の調査報告書、調査日時、令和６年８月１日、朝７時から８時半ま

で。場所、河川敷運動公園及び各自治会ごとのごみステーション、出席者、敬称を略します。江

田加代、松田悦郎、長谷川康弘、石原浩明、河中博子、以上、教育民生常任委員５名と議会事務

局より里英樹事務局長です。調査目的、ごみ問題について。

調査の概要。ごみ問題は、村内の環境問題の最重要課題として取り組まなければならない項目

です。生ごみに始まりプラスチック類、燃えないごみとして出す危険物、さらに資源ごみとして

取り扱うペットボトルや缶ビール、使い古した紙、段ボール、新聞、雑誌など多岐に及びます。

村内の公園と各自治会ごとのごみステーションを調査いたしました。

初めに、河川敷運動公園のサッカー場・野球場と水辺の楽校のごみを拾いました。ふだんはポ

イ捨てなど結構ごみが気になる場所ですが、その日は国交省を含む関係団体が一斉清掃をした後

であったため、ごみがほとんど目につきませんでした。水辺の楽校の通称、池と呼ばれる場所は、

下の水が見えないほどごみがたまっているのが常で、とても楽校とは呼べない風景ですけれども、

一斉清掃の効果があり、本来あるべき姿のきれいなせせらぎの音が聞こえていました。残念だっ

たのは、川べりの草が伸びていて小川らしい風景が見えない箇所もあったことです。定期的な草

刈りが必要だと思いました。

次に、各自治会のごみ出しの状況を見て回りました。早朝であったため、生ごみや危険物など

のごみはまだ少なかったですが、指定場所に整理され置かれていました。資源ごみを扱うリサイ

クルハウスは自治会ごとにその対応は様々でしたが、こちらも整理され、きれいに集積されてい

ました。各自治会役員の奉仕によるところが大きいであろうと謝意を抱きました。

まとめといたしまして、ごみをお金で処分する時代が来ると聞いたのはもう随分昔の話で、す

ごいことになるなと思ったものですが、今まさに現実の問題となって久しくなりました。日吉津

村では平成７年、約３０年前に有料によるごみ収集をスタートさせました。河川敷運動公園では、

ごみ拾いを含む定期的な清掃が必要です。特に、水辺の楽校の池と小川の草刈りはぜひともお願

いしたいと思います。涼しげな小川のせせらぎを楽しみに多くの人に訪れてほしいと思いますけ

れども、この場所で小さな子供連れの親子の姿をあまり見かけたことがないのは残念です。公園

と呼ぶにふさわしく、絶えずきれいに管理し、安全な公園として有効利用すべきであると思いま

す。
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なお、この場所は大雨の後は公園内に蛇が出ますので要注意です。注意を呼びかける看板が必

要ではないでしょうか。

サッカー場は、土曜、日曜は、元気な子供たちの声が響き渡り、活気があってとてもよいと思

っています。冬の季節、土手の斜面でそりスキーを楽しむ子供連れの家族を目にすることがあり

ますが、なるほどそういう楽しみ方もあるのだと新しい魅力を発見したような気もいたしました。

各自治会におけるごみ処理問題は、ごみを出す場所も様々で、しかし、大抵の場所できちんと

整理され出されていましたが、それでもまだ名前の記入漏れ、分別不十分など、依然として改善

されない問題も含んでいるようです。一般的に土日を過ぎた水曜日がごみの量が多く、時には扉

が閉まらないときもあると聞いています。一人一人がごみ袋をなるべく奥に積み込み、入り口を

広くしておく努力をしたいものです。ごみは量の問題もありますが、出す人のちょっとした心遣

いが欲しいところでもあります。村の環境問題の一つとして、その辺りも原点と言えるのではな

いでしょうか。

以上で閉会中の継続調査についての報告を終わります。

○議長（山路 有君） これから報告第１４号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（山路 有君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。

これで報告第１４号を終わります。

・ ・

日程第９ 報告第１５号

○議長（山路 有君） 日程第９、報告第１５号、行財政調査特別委員会の調査研究についてを

議題とします。

行財政調査特別委員長の報告を求めます。

松田委員長。

○行財政調査特別委員長（松田 悦郎君） 報告第１５号、令和６年９月３日、日吉津村議会議長、

山路有様。行財政調査特別委員会委員長、松田悦郎。行財政調査特別委員会の調査研究について、

別紙のとおり報告します。

行財政調査特別委員会行政視察報告。期日は、令和６年７月１０日水曜日から１２日金曜日で

す。場所は、王子ホールディングス東雲研究所と南幌町、栗山町、真庭ふるさと公園であります。

視察者は、敬称略します。橋井、河中、長谷川、前田、山路、斉田、石原、加藤、江田、松田の

１０名の議員と里議会事務局長と森下書記であります。
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まず、王子ホールディングス株式会社イノベーション推進本部についてであります。日時は、

令和６年７月１０日水曜日１０時からです。場所、東京都江東区東雲イノベーション推進本部

（研究所）であります。目的は、エタノール本格稼働を米子工場設置のお願いと王子ホールディ

ングス研究開発領域やバイオケミカル研究についてであります。

最初に、研究所内にある新素材開発のバイオケミカル研究センターや森林資源研究センター、

パッケージング推進センターなど、６か所の施設見学を行いました。

次に、小林宏典バイオケミカル研究センター担当部長から、森林を健全に育て希望あふれる地

球の未来実現に向け時代を動かしていく存在意義などをはじめ、王子ホールディングスの研究開

発領域とバイオケミカル研究について、分かりやすく多くの説明を伺いました。

まず、１８７３年に近代日本の父、渋沢栄一により設立されてから、昨年、創立１５０周年を

迎えた王子ホールディングス株式会社であります。

次に、豊富な木質資源に新たな価値を生み出すイノベーションの領域には、①木質由来の新素

材として、糖液、エタノールであります。②メディカル・アンド・ヘルスケアとして、薬品植物

や医療品などがあります。③環境配慮型製品として、ポリ乳酸ラミネート紙などが注力領域であ

ります。

次に、バイオケミカルの研究とは、紙を作るのではなく化学品を作る先行投資の取組で、エタ

ノール時代に向けての取組であります。

次に、紙の製造工程でパルプから抽出・発酵などを経て製造するエタノールは航空燃料やポリ

エチレン、糖質はタイヤ用のゴムなどの利用が期待され、石油に代わる燃料や化学製品の原料と

なります。

次に、王子ホールディングスには、国内に米子工場を含め６か所の工場があるが、試験プラン

トの開設には米子工場で製造している溶解パルプが活用できることから、木質由来エタノール、

糖質のパイロット設備の導入を決定し、投資額は４３億円で、令和７年３月に試験運転を迎える

予定であると。

次に、２０３０年には、全国のどこかの工場でエタノールを本格稼働、製造拠点とされるが、

米子工場も候補であることは間違いないし、技術の発祥は米子工場であると言われました。

考察として、エタノールは地球温暖化の抑制に向けて大変大きな役割を果たす事業であり、日

本全体の環境や日吉津村のためにも、試験プラントから本格稼働、製造拠点は米子工場でぜひ実

現してほしいものであります。

続きまして、南幌町についてであります。令和６年７月１１日木曜日１０時から、場所、北海
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道空知郡南幌町役場、目的、子ども室内遊戯施設「はれっぱ」についてであります。

緑豊かな田園文化の町、南幌町は、札幌から車で４５分のところにあり、現在、ベッドタウン

化が進み、面積は８⒈３キロ平方メートル、人口８８９人、世帯７４１と急増しました。基

幹産業は農業で、キャベツが特産品の一つになっております。

最初に、まちづくり課地域振興係、前田係長より、南幌町の概要、「はれっぱ」の遊戯施設な

どの説明を受けました。

令和元年（２０１９年）に事業化が決定し、令和５年５月に、中央公園に延べ面積約０００

平方メートル、事業は９億２５３万０００円の室内遊戯場施設「はれっぱ」が整備されまし

た。「はれっぱ」の名称は、公募で小学生が応募された「晴れ」と「原っぱ」をイメージしたも

のであります。財源は、補助金として地方創生拠点整備交付金を２分の１を活用、残りを起債、

さらに企業版ふるさと納税を１３社から０３０万円、残りは一般財源６３７万円を使用して

おります。

指定管理について、株式会社大和リースグループで、運営業務担当は株式会社オカモトが自主

事業として運営しております。

施設整備の経緯についてですが、１、２０１８年に日本ハムファイターズが新球場を北広島市

に決定したことにより、核ににぎわいや交流を創出するエリアとなる野球場の複合施設であるボ

ールパークの整備を契機として地方創生を図ることが、目指す都市像の実現に寄与すると。

２番目に、新千歳空港と石狩湾新港を結ぶ高規格道路の開通が予定され、人の流れが南幌町に

も立ち寄ってもらうことにより検討された。

３番目に、地域課題として、北海道市町村の高齢化率が高くなる予測であり、人口構造を是正

するため、子育て環境を整備し、子育て世代の移住促進が急務である。また、子育て支援策アン

ケートでは、多くの方が遊び場の充実を望まれたと。

次に、整備手法の検討についてであります。民間企業と行政が連携して行う公民連携（ＰＰ

Ｐ）の事業手法の中で、設計・施工に加え、施設の維持管理を一括して発注する方式（ＤＢＯ）

を採用し、民間企業のノウハウを最大限に生かしたと。

次に、利用実績について、開業１年目の入館者数は２１万１６８人であり、平日平均は約４

００人、休日平均は約１００人でありました。

利用状況についてでありますが、料金は、子供、町内は１００円、町外が３００円、ゼロ歳児

と高校生以外は子供の付添いのみ無料。町内利用者は約１０％、町外利用者は約９０％であった

ということです。
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利用者の満足度については、とてもよかった、よかったを含めると９⒈１％であったそうです。

その理由として、１つ、施設の広さ、次に、軽食が食べられる、利用料の安さ、屋内外で遊べる、

駐車場の広さなどがありました。

考察として、南幌町は、広い土地柄の中、広い広場があり、大きな施設となっている。本村は、

南幌町の「はれっぱ」を参考にしながら、身の丈に合った遊戯場、遊び場を考えていただきたい。

次に、栗山町についてであります。日時、令和６年７月１１日木曜日１４時から、場所、北海

道夕張郡栗山町役場、目的は議会広報編集と議会モニターについてであります。

栗山町は札幌市から車で１時間の距離にあり、栗の木が生い茂っているところから市街名を１

９４９年に栗山から栗山町に改名されました。全国に先駆けて議会基本条例を制定するなど、議

会改革のトップランナーとして注目を集めております。また、議会報では全国コンクールで特別

賞を受賞されております。面積は２０⒊９３キロ平方メートル、人口１万８０１人、世帯数８

０５世帯であります。

栗山町議会の概要ですけども、議員定数は１１名で３常任委員会、会期は通年議会で５月から

４月までです。議員の平均年齢は５⒐４歳、政務活動費は月２万円。

議会報告会は基本的に年１回で、時間は９０分、参加者割合は令和５年で男子７割、女子３割。

出前報告会は、議会報告会の隔たりが顕著になっており、議会から様々な団体やグループなどに

アプローチし、伝えていくシステムであります。

議会モニターは、主に議会運営や政務活動費、議員の成り手不足などについて、住民参加の場

として実施。現在１７名、開催は基本的に年１回。

議会サポーター、有権者に政策づくりの助言をもらう。現在、法政大学総長の広瀬克哉氏など

５名の有識者であります。基本的に交通費等の支給のみであります。

議員の学校ということで、議員の成り手不足対策として、令和５年、町内外の一般住民を対象

に開催。受講者１９名のうち３名が町議会議員となられたそうです。

通年議会、令和３年１２月議会から行っております。

文書質問は、定例会開催月以外に執行機関の長の所信を問うということで、現在まで８件あっ

たそうです。

広報小委員会。平成２５年に議員全員で構成する広報広聴常任委員会は、６名で編集を行う。

また、小委員会をつくり、３人は広報委員会、残り３名は広聴委員会の担当とした。

議会報の一般質問ページに、質問議員の質問趣旨と感想について掲載された経緯については、

一般質問は１人１ページであるが、質問、答弁について、自分なりの感想を入れる形式とされて
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おります。

表紙については、表紙のテーマはその年に決めている。基本的に子供が多い。また、議会の地

域協力隊をクローズアップしている。写真はカメラが得意な方にお願いしている。

考察として、栗山町議会から、日吉津村議会だよりは栗山町と同じ作りであるし、非常に内容

もよい議会広報と助言されました。本村の議会広報も自信を持って作成すべきと感じました。

最後に、恵庭市についてですけど、日時は令和６年７月１２日金曜日１０時から、北海道恵庭

市盤尻、目的は緑のふるさと森林公園であります。

札幌市と新千歳空港のほぼ中間に位置し、恵まれた交通アクセスと穏やかな気候風土を持つま

ちであります。

市民主導による花のまちづくりが盛んで、全国的に評価されている。これまで緑化推進運動功

労者として内閣総理大臣賞をはじめ、都市景観大賞、美しいまちなみ大賞、花の観光地づくり大

賞などを受賞されており、ガーデニングのまちと知られるようになった。

緑のふるさと森林公園についてですが、恵庭市街から車で約２４分のところに、道道恵庭岳公

園沿いに緑のふるさと森林公園があります。３⒎８ヘクタールと広大な園内は、ふれあいの森、

いきがいの森、よろこびの森、いこいの森の４つのエリアで構成され、子供が遊べるアスレチッ

ク、森林トリムアドベンチャーや、全長４キロの自然観察でのウオーキングなどが楽しめる公園

であります。また、公園内には、恵庭市のＰａｒｋ－ＰＦＩにより、１店舗が出店されておりま

す。

以上、行財政調査特別委員会行政視察報告でした。終わります。

○議長（山路 有君） これから報告第１５号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（山路 有君） 質疑がないようですので、以上で質疑を終わります。

これで報告第１５号を終わります。

・ ・

日程第１０ 議案第２５号 及び 日程第１１ 議案第２６号

○議長（山路 有君） お諮りします。日程第１０から第１１までは条例に関するものですので、

一括議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山路 有君） 異議なしと認めます。したがって、日程第１０、議案第２５号、日吉津

村の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号
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の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例、日程第１１、議案第２６号、

日吉津村国民健康保険条例の一部を改正する条例、この２件を一括議題としたいと思います。

提案者から提案理由の説明を求めます。

中田村長。

○村長（中田 達彦君） ただいま一括議題となりました議案第２５号から議案第２６号までにつ

いて、提案理由を御説明申し上げます。

初めに、議案第２５号、日吉津村の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例についてでありますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律の一部改正に伴い所要の規定の整理を行うため、条例の一部を改正するものでございます。

主な改正内容は、用語の定義の追加、引用する規定の改正等を行うものであります。

次に、議案第２６号、日吉津村国民健康保険条例の一部を改正する条例について、提案理由を

御説明申し上げます。令和５年に交付された番号法等一部改正法に伴い所要の整備を行うため、

条例の一部を改正するものであります。主な改正内容は、令和６年１２月２日から被保険者証が

廃止されることに伴い、関係する条文のうち一部を削除するものであります。

以上、一括議題となりました議案第２５号から議案第２６号の提案理由の説明とさせていただ

きますので、よろしく御審議、御承認賜りますようお願い申し上げます。

○議長（山路 有君） 以上で議案第２５号から第２６号までの提案説明を終わります。

・ ・

日程第１２ 議案第２７号 から 日程第１５ 議案第３０号

○議長（山路 有君） お諮りします。日程第１２から第１５までは補正予算に関する議案です

ので、一括議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山路 有君） 異議なしと認めます。したがって、日程第１２、議案第２７号、令和６

年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計補正予算（第２回）、日程第１３、議案第２８号、令和６年

度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第２回）、日程第１４、議案

第２９号、令和６年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）、日程

第１５、議案第３０号、令和６年度日吉津村下水道事業会計補正予算（第１回）、この４件を一

括議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。
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中田村長。

○村長（中田 達彦君） ただいま一括議題となりました議案第２７号から議案第３０号までの補

正予算につきまして、提案理由を申し上げます。

初めに、議案第２７号、令和６年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計補正予算（第２回）でござ

いますが、歳入歳出それぞれ７５３万０００円を追加し、歳入歳出それぞれ２８億０３４

万０００円とするものであります。

歳出の主なものから御説明を申し上げます。初めに、１１ページを御覧ください。第２款総務

費、第１項総務管理費、第１目一般管理費に９６２万０００円の増額を計上しておりますが、

これは、地方公共団体情報システムの標準化事業におけるガバメントクラウド接続のためのサー

バー構築等の電算処理委託料６１６万０００円の増額が主なものでございます。

次に、１３ページを御覧ください。第３款民生費、第２項児童福祉費、第２目児童措置費に

０３９万０００円の増額を計上しておりますが、これは１０月からの制度改正により、児童手

当給付対象者が多くなることによる扶助費の増額が主なものであります。

次に、１４ページを御覧ください。第４款衛生費、第１項保健衛生費、第２目予防費に６０１

万０００円の増額を計上しておりますが、これは、新型コロナウイルスワクチン接種費用を、

当初１回当たり０００円で見込んでおりましたところ、１万３００円となったための委託料

の増額が主なものであります。

次に、１５ページを御覧ください。第１１款諸支出金、第１項基金費、第１目財政調整基金費

に３７３万０００円の積立ての増額で調整をしております。

続いて、歳入の主なものについて御説明申し上げますので、資料では８ページを御覧ください。

第１０款地方交付税、第１項地方交付税、第１目地方交付税では６４８万０００円の増額を

計上しておりますが、これは、施設整備事業債の普通交付税算入による子ども・子育て費の需要

額が増となったことが主な要因でございます。

次に、第１４款国庫支出金、第１項国庫負担金、第１目民生費国庫負担金では９４５万００

０円の増額を計上しておりますが、これは、歳出で御説明いたしました児童手当の増額における

児童福祉費負担金８８９万円の増額が主な要因であります。

続いて、９ページになりますが、第１９款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金に、前年度繰

越金１億７６３万０００円の増額と合わせまして、第１８款繰入金、第１項基金繰入金、第１

目財政調整基金繰入金を１億６４５万円の減額を計上しております。

次に、１０ページを御覧ください。第２１款村債、第１項村債、第２目臨時財政対策債では、
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発行可能額が確定しましたので、９３５万０００円の減額を計上しております。

続いて、４ページを御覧ください。第２表になりますが、債務負担行為の変更につきまして、

第２表、債務負担行為補正として、ふるさと読本制作アドバイス、印刷業務の限度額を２２０万

円とするものであります。本年度、これまで３回の制作委員会を開催し、掲載内容等を協議され

ているところでありますが、印刷までの工程において必要となる作業を精査したところ、当初の

予算額では難しいことが分かり、来年度に係る委託額の増額が必要となったため、債務負担行為

を増額補正をお願いするものであります。

次に、議案第２８号、令和６年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計補正予

算（第２回）でございます。歳入歳出それぞれ２３万０００円を追加し、歳入歳出それぞれ４

億２４２万０００円とするものでございます。

５ページを御覧ください。歳出では、第１款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費に、

本年１２月から保険証がマイナンバーカードに替わることから資格確認書の送付が必要となりま

したので、２８万０００円を増額しております。

続いて、４ページを御覧ください。歳入では、第７款繰越金において前年度繰越金９７万０

００円を増額し、第６款繰入金において運営基金繰入金９７万０００円の減額で調整をしてお

ります。

次に、議案第２９号、令和６年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１回）でございますが、歳入歳出それぞれ２７万０００円を追加し、歳入歳出それぞれ３４

４万０００円とするものであります。

４ページを御覧ください。歳出では、第１款総務費、第２項徴収費、第１目徴収費に、国民健

康保険と同じく、本年１２月から保険証がマイナンバーカードに替わることから資格確認書の送

付が必要となりましたので２７万０００円増額をしており、歳入においては、前年度繰越金１

８万０００円及び事務費繰入金８万０００円の増額で調整をするものであります。

次に、議案第３０号、令和６年度日吉津村下水道事業会計補正予算（第１回）について御説明

を申し上げます。

初めに、１ページから３ページにかけて御覧いただきたいと思いますけれども、第２条におき

まして収益的収入及び支出の補正額、第３条におきまして資本的収入及び支出の補正額、第４条

では企業債の変更を定めております。

第２条と第３条につきましては、実施計画明細書から御説明申し上げますので、９ページを御

覧ください。収益的支出において、第１款下水道事業費用の予定額を４６３万０００円増額し、
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１億０９９万０００円としておりますが、これは、工事請負費の資本的支出からの組替えが

主な要因となっております。

続きまして、１０ページを御覧ください。第１款資本的支出の予定額を３１万０００円増額

し、５７３万０００円としておりますが、これは、下水処理場及び中継ポンプ場のポンプ取

替え等工事請負費の増額が主な要因で、これに伴い、資本的収入において企業債の発行を行うも

のでございます。

以上、一括議題となりました議案第２７号から議案第３０号までの説明とさせていただきます

ので、よろしく御審議、御承認賜りますようお願い申し上げます。

○議長（山路 有君） 以上で議案第２７号から第３０号までの提案説明を終わります。

ここで暫時休憩を取りたいと思います。再開は１０時３５分から再開いたしますので、議場に

お集まりください。それでは、休憩に入ります。

午前１０時２０分休憩

午前１０時３５分再開

○議長（山路 有君） 再開します。

・ ・

日程第１６ 認定第１号 から 日程第１９ 認定第４号

○議長（山路 有君） お諮りします。日程第１６から第１９までは決算の認定に関する議案で

すので、一括議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山路 有君） 異議なしと認めます。したがって、日程第１６、認定第１号、令和５年

度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計歳入歳出決算の認定について、日程第１７、認定第２号、令和

５年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定について、日程

第１８、認定第３号、令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について、日程第１９、認定第４号、令和５年度日吉津村下水道事業会計利益剰余金の処分

及び決算の認定について、この４件を一括議題としたいと思います。

提案者から提案理由の説明を求めます。

中田村長。

○村長（中田 達彦君） ただいま一括議題となりました決算認定関係の認定第１号から認定第４

号まで御説明を申し上げます。
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初めに、認定第１号、令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計歳入歳出決算の認定について

でありますが、歳入総額は２８億１６９万９６０円、歳出総額は２６億６８５万６４５円

で、歳入歳出差引きは１億４８３万３１５円の繰越しとなっております。また、翌年度へ繰

り越す事業の繰越額は４億９６３万０００円で、情報システム等整備事業、複合型子育て拠

点施設整備事業、防災行政無線機能強化事業などであります。

まず、一般会計の歳入について御説明を申し上げますので、決算書の２ページから３ページに

かけまして、合計欄を御覧ください。歳入総額につきましては、収入済額２８億１６９万９６

０円で、前年度比１⒏８％の減となっております。

主なものを説明いたしますので、決算書１ページから２ページにかけて御覧ください。第１款

村税につきましては、収入済額９億４３３万２４８円で、前年度比、これは７％の増とな

りましたが、これは新型コロナの影響からの回復や賃金上昇による個人住民税の増が主な要因で

あります。第１０款地方交付税につきましては、収入済額８億４８６万円で、前年度比、これ

は⒏２％の増となっております。これは、令和４年度に借入れを行いました、ミライトひえづの

全体に関する施設整備事業債の普通交付税算入により、社会福祉費の需要額が増となったことが

主な要因でございます。

第１４款国庫支出金につきましては、収入済額３億４８３万５００円で、前年度比⒌４％の

減となっておりますが、これは、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が増となったものの、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の減額や新型コロナウイルスワクチン接種体

制確保事業補助金の減額などが主な要因でございます。

第１５款の県支出金につきましては、収入済額１億５６７万７０５円で、前年度比⒋９％

の減となっております。これは、特別医療費補助金の増や原油価格高騰に係る生活困窮世帯支援

事業補助金の増があったものの、がんばる農家プランの事業補助金の減額、参議院議員通常選挙

費委託金の皆減などが減額の主な要因でございます。

第１６款財産収入につきましては、収入済額８２８万２１３円で、これは前年度比３⒍５％

の減となっておりますが、これは、令和４年度のうなばら福祉事業団解散に伴う清算金収入の皆

減が主な要因でございます。

第１８款繰入金につきましては、収入済額０４７万１７７円で、前年度比５０％の減とな

っておりますが、複合型子育て拠点施設建設に伴う夢はぐくむ村づくり基金の繰入金の減額が主

な要因でございます。

第２１款村債についてですが、収入済額２９９万円で、前年度比９⒉４％の減となっており
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ます。これは、ミライトひえづ建設に伴う保育所施設整備事業債の皆減や公共施設等適正管理推

進事業債が減となったことが主な要因でございます。

続いて、歳出の概要について御説明申し上げますので、決算書５ページの合計欄を御覧くださ

い。歳出総額につきましては、支出済額２６億６８５万６４５円で、対前年度比２５％の

減となっております。

主なものを御説明いたしますので、４ページから５ページにかけて御覧ください。第２款総務

費の決算額は４億６５１万７４９円で、前年度比⒏０％の減となっております。これは、うな

ばら福祉事業団への補助金の皆減や、エアコン光熱費補助として、新型コロナ対応、原油高物価

高騰緊急対策事業の皆減、庁舎工事や公用自動車購入の皆減などによる財産管理費の減などが主

な要因でございます。

第３款の民生費の決算額は９億２０２万５４８円で、前年度比４⒈７％の減となっており

ます。これは全体的に、会計年度任用職員の増など人件費は増加をしているものの、ミライトひ

えづの建設完了に伴う保育所等複合施設整備事業の減が主な要因でございます。

第４款衛生費の決算額は１億３７２万７１５円で、前年度比⒍３％の減となっております。

これは、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業が県営事業に替わったことによる減など

が主な要因であります。

第５款の農林水産業費の決算額は２００万５２８円で、前年度比２⒌１％の減となってお

ります。これは、がんばる農家プラン事業の対象事業の一部終了や、新型コロナ農業資材物価高

騰対策事業の皆減などが主な要因でございます。

第６款商工費の決算額は４４０万０９０円で、前年度比２⒋４％の減となっております。

これは、令和４年度にありました、中小企業に対するコロナ対策事業活動安定化応援金の皆減や、

ひえづ元気回復商品券事業の減となったことが主な要因でございます。

第７款土木費の決算額は１億３００万５１３円で、前年度比３％の減となっております

が、これは、村道宮川北線歩道新設工事や村道２号線海川排水路橋補修工事について繰り越しし

ており、令和５年４月まで引き続き行っていたことや村道４号線西川橋４補修工事の実施などに

伴って、支出額は昨年とほぼ同額となっております。

第８款消防費の決算額は１億２５９万９８９円で、前年度比、これは６２⒊１％の増とな

っていますが、これは、防災行政無線機能強化事業の皆増が主な要因となっています。

第９款教育費の決算額は２億００６万３４４円で、前年度比⒋２％の増となっています。

これは、小学校の附属特別棟外壁塗装改修工事や、給食用の昇降機の改修などの施設修繕費や、
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人件費の増などに伴う増額が主な要因であります。

第１０款公債費の決算額は２億１５１万９７０円で、前年度比⒊２％の増となっています

が、これは、令和元年度に借入れをした臨時財政対策債に係る元利償還が新たに始まったことが

主な要因でございます。

第１１款諸支出金の決算額は１０９万８１５円で、前年度比１⒌９％の減となっておりま

すが、これは、一般廃棄物処理施設整備費積立基金の積立てが昨年度より０００万円少なかっ

たことが主な要因でございます。

以上、一般会計の概略の説明とさせていただきます。

次に、認定第２号、令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出

決算の認定についてでありますが、決算書の４６ページから４８ページにかけて御覧ください。

歳入歳出決算は、歳入総額３億７６０万０１８円に対し、歳出総額３億６６２万１５４

円で、歳入歳出差額で９７万８６４円の繰越しとなっております。

次に、認定第３号、令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定についてでありますが、決算書では５６ページから５７ページを御覧ください。歳入歳出決

算は、歳入総額４９３万９９円に対し、歳出総額４７４万８５９円で、歳入歳出差引きで

１８万２４０円の繰越しとなっております。

次に、認定第４号、令和５年度日吉津村下水道事業会計利益剰余金の処分及び決算の認定につ

いてでありますが、下水道事業会計決算書５ページになりますが、剰余金処分決算書案のとおり、

令和５年度の未処分利益剰余金２２０万４４４円の処分について計上をしております。また、

令和５年度の下水道事業会計決算について、これは決算書１ページから２ページになりますけれ

ども、こちらを御覧ください。こちらに記載しておりますとおり、収益的収入及び支出につきま

しては、収入額が１億５９４万６２１円、支出額が１億６１０万５４６円、資本的収入

及び支出につきましては、収入額が５６０万６３５円、支出額が５９９万１０１円となって

おり、資本的収入額と資本的支出額を比較して、不足額の４９８万４６６円については、損

益勘定留保資金等で補填をしております。

以上、一括議題となりました認定第１号から認定第４号までの説明とさせていただきますので、

よろしく御審議、御承認賜りますようお願いいたします。

○議長（山路 有君） 以上で認定第１号から第４号までの提案説明を終わります。

続いて、監査委員の審査報告を求めます。村上代表監査委員、お願いいたします。

村上監査委員。
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○代表監査委員（村上 順一君） 失礼します。よろしくお願いします。

令和５年度日吉津村歳入歳出決算審査意見について、概要を申し述べます。去る令和６年７月

２９日、３０日、３１日の３日間にわたりまして、歳入歳出決算について一括して審査を行いま

した。審査の対象となりますのは、令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計決算、令和５年度

鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計決算、令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村後

期高齢者医療特別会計決算並びに関係帳簿、証憑類、実質収支に関する調書、また、令和５年度

財産に関する調書、以上について審査を行いました。

審査の方法ですが、令和５年度の各会計歳入歳出決算書及び附属書類について、関係帳簿等と

照合して計数の確認を行うとともに、関係機関から説明を聴取して、予算の執行状況について審

査を行いました。審査の結果、審査に付された令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計歳入歳

出決算書、令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計決算書、令和５年度

鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計決算書及び附属書類は、関係諸帳簿及び証憑類と

符合しており、その計数は正確であり、おおむね適正に処理されているものと認められました。

また、予算の執行状況は妥当であり、当初の目的に沿って執行されていることが認められました。

審査の総括的意見について申し上げます。まず、一般会計についてですが、歳入総額は２８億

１６９万９６０円で、前年度比１⒏８％の減、歳出総額は２６億６８５万６４５円で、前

年度比２０％の減となりました。

歳入におきまして、村税については９億４３３万２４８円で、前年度比７％の増、村民

税が個人分の所得増による増収が法人分の増収を補うとともに、大規模家屋への新規課税、先進

技術法人への減免措置の終了等による固定資産税の増収等が要因であります。徴収率は県内でも

高い水準を維持しており、適正、公平な課税と自主財源確保の観点から、引き続き適正な徴収努

力も続けられたいと思います。

地方交付税につきましては８億４８６万円で、前年度比⒏２％の増、ミライトひえづに関す

る施設整備事業債の普通交付税算入による増が主な要因であります。

国庫支出金は３億４８３万５００円で、前年度比⒌４％の減、新型コロナウイルス対応地方

創生臨時交付金の減などが要因であります。

県支出金についても１億５６７万７０５円で、前年度比⒋９％の減となりました。

村債は２９９万円で、前年度対比９⒉４％の大幅な減であります。ミライトひえづ建設に伴

う施設整備事業債の減等が主要な要因であります。過去３年の平均で見た実質公債費比率は１

３％と軽減傾向にあります。健全な水準を維持しているものと思われますが、今後はミライトひ
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えづ建設などに係る新たな起債償還も始まり、引き続き健全な財政運営と政策実施に努められた

いと思います。

歳出につきまして、新型コロナ対応関連事業の縮小、終了、ミライトひえづ建設の完了などに

よる事業費の減額が特徴であります。特徴的なものといたしては、総務費は４億６５１万７４

９円で、うなばら福祉事業団への補助金の皆減、新型コロナ対応原油高物価高対策事業の皆減に

より前年度比⒏０％の減、民生費は９億２０２万５４８円で、保育所等総合福祉施設整備事

業の皆減などにより４⒈７％の減、衛生費は１億３７２万７１５円で、新型コロナワクチン

接種体制確保事業の県営移行などにより前年度比⒍３％の減、また、新型コロナ物価高騰対策事

業の減額等により、農林水産事業費並びに商工費ともに前年度に比べ減額となっております。今

後とも国、県等の施策動向を注視しつつ、機動的、弾力的な施策推進に留意されたいと思います。

一方で、消防費は１億２５９万９８９円で、防災行政無線機能強化事業により前年度比６

２⒊１％の大幅増となっております。今後は、防災訓練等を通じた効果検証も必要かと思われま

す。公債費は２億１５１万９７０円で、臨時財政対策債の元金償還が始まったことなどによ

り前年度比⒊２％の増、中長期的な資金計画を基に、社会経済状況の変化に応じた収支バランス

の軌道修正も必要になってくると思われます。

続きまして、国民健康保険事業勘定特別会計について述べます。歳入総額は３億７６０万

０１８円で前年度対比⒎０％の減、歳出総額は３億６６２万１５４円で前年度対比⒎３％の

減となりました。国民健康保険の加入世帯数及び被保険者数は、減少傾向が続いております。ま

た、１人当たりの医療費は、コロナ以前の水準に戻りつつあります。保険制度維持のために、健

康維持・増進施策の推進がますます重要となってくると思われます。

次に、後期高齢者医療の特別会計について述べます。歳入総額は４９３万９９円で前年度対

比⒎０％の減、歳出総額は４４７万８５９円で前年度対比⒈０％の減となりました。高齢化

が進展する中、医療費の増加に伴う特別会計への繰入金も増加傾向にあります。広域連合等の関

係機関と連携しつつ、村民が安心できる事業運営に努めていただきたいと思います。

各会計の共通事項について３点ほど意見を申し上げます。

第１に、起債についてであります。起債については、新たな起債償還も始まり、財政計画を立

てていらっしゃると思いますが、どのような収支バランスで返済するのか、今後の人口、社会経

済の動向等を基に適宜軌道修正を行いつつ、引き続き、中長期的な資金計画を立てることをお願

いしたいと思います。

第２に、委託料についてであります。委託料については、専門的あるいは技術的な問題、ある
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いは経済的合理性が高まるなど、外部委託の有用性が認められる部分が多々あります。委託料に

ついても年々増加傾向にあるとは思いますが、委託の合目的性、すなわち何のために使われてい

るのかという視点から、改めて点検を行うことも必要になってくるかと思います。

第３に、個人情報の管理についてであります。個人情報については、近年ますます世間からの

関心も深く、重要なこととなってきてますけども、特に郵便物の誤送付、情報漏えい対策の徹底

など個人情報管理に引き続き細心の注意を払っていただきたいと思います。ＵＳＢメモリーの管

理や行政文書の管理、また、委託先への個人情報の管理にも指導を徹底することをお願いしたい

と思います。

最後に、指摘事項について１点申し上げます。源泉所得税の未徴収についてであります。令和

２年３月から令和５年３月分の個人事業主や個人への源泉所得税２０万４４１円の未徴収が、

税務署等の調査により発覚いたしました。これにつきましては、源泉徴収制度の認識誤りによる

ものでありまして、改めて制度に対する職員研修等を実施し、再発防止に努めることをお願いし

たいと思います。

引き続きまして、令和５年度日吉津村下水道事業会計決算審査について報告いたします。

去る令和６年７月において、令和５年度日吉津村下水道事業会計の決算並びに地方公営企業法

及び地方公営企業法施行令で定める書類、決算報告書、損益計算書、剰余金計算書、剰余金処分

計算書、貸借対照表、決算附属書類について審査を行いました。審査の方法ですが、審査に当た

っては、村長から送付された下水道事業会計決算報告書、損益計算書、剰余金計算書、剰余金処

分計算書、貸借対照表等について、関係法令に基づいた作成状況、関係帳簿の計数と正確性、並

びに経営成績及び財政状況の適正な表示について、関係諸帳簿と書類の照合を行うとともに担当

課長並びに担当職員から決算状況の説明を受け、併せて例月出納検査の結果も考慮に入れて審査

を行いました。審査に付された下水道事業会計決算報告書、損益計算書、剰余金計算書、剰余金

処分計算書、貸借対照表及びその附属書類は関係法令に準拠して作成されており、決算計数は、

関係帳簿及び証憑書類と照合した結果、誤りはないものと認められました。審査に対する意見に

ついては、最後に申し上げます。

引き続き、予算の執行状況について述べます。収益的収入・支出に関してであります。収益的

収入につきまして、令和５年度の下水道事業収益については、決算額１億５９４万６２１円

で、前年度と比べ５３８万５４６円の増となりました。営業収益のうち下水道事業使用料、こ

れは消費税及び地方消費税を除いたものになりますが、８４６万６５３円で、前年度に比べ

３５万４１６円の増、また、営業外収益のうち一般会計からの繰入れである他会計負担金につ
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いては５６０万円で、前年度に比べ４７万５０１円の増となっております。一方、下水道事

業費用は決算額１億６１０万５６４円で、前年度と比べ６１５万５９７円の増額となっ

ています。営業費用のうち減価償却費については１２９万３４７円で、５万５８０円の増、

また、固定資産の除却処理を行ったため、資産減耗費９０８万６０６円を計上いたしました。

収益的収入・支出について、収益的収入の中の資本的収入につきましては決算額５６０万６

３５円で、前年度に比べ１４５万１３５円の増額となりました。なお、支出の翌年度繰越しの

財源部分が翌年度収入となったため、資本的収入は受益者負担金のみとなっています。資本的支

出については決算額０５９万１０１円で、前年度に比べ５５０万４０３円の減となってい

ます。資本的支出のうち建設改良費については決算額８２２万４００円で、予算現額に対する

執行率は⒋８％、前年度に比べ３７３万３９９円の減となっています。これは、既に契約済み

の移動脱水車購入について納車が翌年度へ繰越しとなったため、翌年度繰越額が１億０００万

円あり、前年度比で大きく下がっているものであります。また、資本的収支の不足分につきまし

ては、当該年度損益勘定留保資金等で補填しております。

次に、経営収支の状況について、主なものを説明させていただきます。経営収支の中で下水道

事業の総収益は１億００４万４７４円、総費用は１億０１９万０４８円であり、総収益

から総費用を引いた９８４万４２６円が純利益で、前年度に比べ００４万１００円の減とな

りました。総収益について、主な項目を見ますと、営業収益が９１４万９０１円、営業外収

益が８０９万５７３円で、総収益の６５８％を占めています。そのうち他会計負担金が

５６０万円で、総収益の３４％を占めています。営業損失６４３万３９７円につきまして

は、営業損失の一定部分を一般会計からの負担金で補っている状況であります。総費用について

は、営業費用が１億５５８万２９８円で、総費用の９⒍７１％を占めています。

次に、財政の状況について報告いたします。資産の合計は、固定資産が１５億４０４万８

４６円、流動資産が６５５万１５９円で、資産合計は１６億０６０万５円であります。内

訳としましては、土地と建物の固定資産が１５億４０４万８４６円、現預金等の流動資産が

６５５万１５９円となっています。前年度と比べますと、資産合計では３２４万５４６

円の減少となっています。負債の部につきましては、負債合計が１０億７１３万１８７円、

流動負債が５３０万９１４円の増加、繰延資産が６８８万８８８円減少、負債合計で３０

９万９７２円の減少となりました。資本合計につきましては、資本合計が５億３４６万８

１８円、これにつきましては、資本剰余金が９８４万４２６円増加したことにより資本合計が

同額増額することとなりました。以上により、資産、負債の合計は３２４万５４６円の減少
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となりました。

続きまして、資本収支の状況について報告いたします。有形固定資産の取得による支出と受益

者負担金の収入による投資活動によるキャッシュフロー１８６万３６５円の減、企業債の償還

による支出が要因となる財務活動によるキャッシュフロー２３７万７０１円の減、当該純利

益や現金支出を伴わない減価償却費等の業務活動によるキャッシュフロー８１２万００２円

の増により資金期末残高は０４２万３９０円で、当該年度期首に比べ３８８万９３６円

増加しております。

最後に、審査意見等について簡単に申し上げます。総括的な意見となりますけども、令和５年

度日吉津村下水道事業会計決算における経営収支状況は、営業損失を他会計負担金、長期前受金

戻入れ等の営業外収益の計上で０４３万５４９円の経常利益、また、９８４万４２６円の

純利益を計上いたしました。例年５００万円程度の一般会計からの繰入れを行っておりますけ

ども、公益性の面から一般会計からの繰入れは必要なものでありますが、下水道事業使用料の適

正な水準と収益確保のため、将来的な人口動向、また繰入れを除いた実態収支の動向の把握に引

き続き努められたいと思います。

さらに、下水道建設改良に係る資本的収支については、企業債の償還に伴って支出が収入を上

回っており、損益勘定留保資金等で補填していますが、減価償却が進むにつれ、損益勘定留保資

金は先細りの傾向にあります。適切な起債、償還に努められたいと思います。また、地方公営企

業法第２６条の規定による繰越し、これは繰越額６００万円でありますが、これにつきまして

は、事業の進捗状況に十分留意し、適正に手続を進めていただきたいと思います。

さらに、今後、管渠施設などが次々に耐用年数を迎えることとなりますが、県下の下水道事業

について、広域化、共同化の検討がなされているところであります。こうした動向も踏まえ、今

後の下水道事業の維持管理・更新等について、引き続き効率的かつ計画的に進められたいと思い

ます。

最後になりますが、指摘事項について１点申し上げます。これにつきましては、既に御承知の

ように、督促状の未発付等でございます。まず１点、下水道使用料の納付書払いの未納者に対す

る督促状を送付していなかったこと、第２点、令和５年３月以降に受領した口座振替依頼書１６

通を金融機関に送付せず放置したことであります。これにつきましては、債権管理体制の不備で

あるとともに村民の信頼を裏切る事案であり、引き続き再発防止のため、複数の管理チェック体

制の充実を図ることをお願いしたいと思います。

以上、早足で拙速な説明になりましたけども、令和５年度日吉津村歳入歳出決算審査並びに令

－３２－



和５年度日吉津村下水道事業会計決算審査について報告を終わります。

○議長（山路 有君） 村上代表監査におかれましては、長時間にわたる審査を重ねていただい

た上に、分かりやすく丁寧に御報告いただきました。同代表監査委員さん、大変お世話になりま

した。ありがとうございました。

以上で決算審査報告を終わります。

・ ・

日程第２０ 同意第１号

○議長（山路 有君） 日程第２０、同意第１号、日吉津村教育委員会委員の任命についてを議

題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

中田村長。

○村長（中田 達彦君） ただいま議題となりました同意第１号、日吉津村教育委員会委員の任命

について、提案理由を申し上げます。

日吉津村教育委員会委員、松本公文氏が令和６年９月３０日をもって任期満了されることに伴

い、新たに音田純子氏を令和６年１０月１日から令和１０年９月３０日までの４年間任命したく、

議会の同意を求めるものでございます。

以上、同意第１号の提案理由の説明とさせていただきますので、御審議の上、御同意賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。

○議長（山路 有君） 以上で同意第１号の提案説明を終わります。

・ ・

日程第２１ 同意第２号 から 日程第２７ 同意第８号

○議長（山路 有君） お諮りします。日程第２１から第２７までは同じ人事案件ですので、一

括議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山路 有君） 異議なしと認めます。したがって、日程第２１、同意第２号から日程第

２７、同意第８号まで、日吉津村温泉審議会委員の委嘱についての７件を一括議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

中田村長。

○村長（中田 達彦君） ただいま一括議題となりました同意第２号から同意第８号までの日吉津

村温泉審議会委員の委嘱について、提案理由の説明を申し上げます。
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温泉の利用を申請する事業者の許否を決するに当たり、その内容を審議するために日吉津村温

泉利用条例に基づく日吉津村温泉審議会を設置し、７名の方に委員を委嘱しておりますが、委員

の任期が満了していることから、令和６年１０月１日から令和８年９月３０日までの２年間、次

の７名、吉勇氏、石西宏氏、齋河泰二氏、中井健夫氏、林原美代子氏、渡邊均氏、仲田雅彦氏

を委員に委嘱したいので、日吉津村温泉利用条例第５条の規定により議会の同意を求めるもので

ございます。

以上、同意第２号から同意第８号までの提案理由の説明とさせていただきますので、御審議、

御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（山路 有君） 以上で同意第２号から第８号までの提案説明を終わります。

・ ・

日程第２８ 議案第３１号

○議長（山路 有君） 日程第２８、議案第３１号、米子市と日吉津村とのし尿及び浄化槽に係

る汚泥の処理に関する事務の委託に関する規約を定める協議についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

中田村長。

○村長（中田 達彦君） ただいま議題となりました議案第３１号、米子市と日吉津村とのし尿及

び浄化槽に係る汚泥の処理に関する事務の委託に関する規約を定める協議について、提案理由を

御説明申し上げます。

し尿及び汚泥の処理につきましては、現在の浄化場施設の老朽化と下水道の普及による搬入量

の減少により、今後、米子市下水道と連携して処理することが経済的また効率的であることから、

米子市の下水道に統合し、処理の委託を検討しているところでございます。これに伴い、米子市

と事務の委託に関する規約を定める協議をする必要があり、これに対して議決を求めるものでご

ざいます。

以上、議案第３１号の提案理由の説明とさせていただきますので、御審議、御承認賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。

○議長（山路 有君） 以上で議案第３１号の提案説明を終わります。

・ ・

日程第２９ 議案第３２号

○議長（山路 有君） 日程第２９、議案第３２号、鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の変更

に関する協議についてを議題とします。
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提案者から提案理由の説明を求めます。

中田村長。

○村長（中田 達彦君） ただいま議題となりました議案第３２号、鳥取県後期高齢者医療広域連

合規約の変更に関する協議について、提案理由を御説明申し上げます。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する

法律、附則第１条第２号に掲げる規定により、現行の被保険者証が本年１２月２日以降発行され

なくなることに伴い、鳥取県後期高齢者医療広域連合規約における被保険者証に関連する所要の

改正を行うものでございます。

以上、議案第３２号の提案理由の説明とさせていただきますので、御審議、御承認賜りますよ

うよろしくお願いいたします。

○議長（山路 有君） 以上で議案第３２号の提案説明を終わります。

・ ・

○議長（山路 有君） これで本日の議事日程は全て終了いたしました。

なお、次回の本会議は、明日９月４日水曜日午前９時から一般質問を行いますので、同議場に

御参集ください。

本日はこれをもって散会いたします。御苦労さまでした。

午前１１時１３分散会
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